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法医学では血液が付着してできたと思われる痕跡についての鑑定が行われ、①血痕らしいかどうかを調

べる予備試験、②血痕かどうかを調べる本試験、③ABO 式血液型あるいは DNA 型による人物の絞り込み

がこの順番で判断される。血痕は付着してからの時間や周囲からの影響で変性あるいは変質することがあ

り、ヒト血痕であっても予備試験でヒト血痕ではないと判断されることがある。予備試験の段階でヒトの

血痕ではないと判断されるとそれ以後の鑑定は行われないため、血痕の変性あるいは変質によって誤った

鑑定となる可能性がある。本研究では予備試験におけるヘモグロビンの触媒作用を指標とするロイコマラ

カイトグリーン法（LMG）に対して影響を及ぼす様々な因子を特定し、さらにそれら因子が本試験におけ

るヒトヘモグロビンに対する抗原抗体反応で人獣血鑑別試験である OC-ヘモキャッチ S＇栄研＇を用いる

方法や Short tandem repeat (STR) を用いた DNA 型検査への影響を調べ、予備試験陰性検体が証拠資料

としての有用かどうかを検討することを目的とした。 
結果として LMG ではトリプシン、ブロメライン、煎茶、紅茶、コーヒー、紫外線の UVC に強く影響し、

UVA と UVB に影響を受けた。一方酢酸、炭酸ナトリウム、味噌では大きくは影響されなかった。OC-ヘ
モキャッチ S＇栄研＇法では飲料の因子による影響は LMG に比べて比較的少なかった。LMG や OC-ヘモ

キャッチ S＇栄研＇法で陰性となった検体でも STR を用いた DNA 型検査で個人識別が可能な場合がある

ことが示唆された。これら結果は予備試験が陰性の検体であっても証拠資料として有用なものになる可能

性があり、新たな予備試験が検討されれば未解決事件の解決や冤罪事件の防止につながる。 
上記のように本研究結果には実際の法医学的現場での状況を想定して練られた新知見があり価値がある。 
よって本論文は、博士（医学）の学位を授与されるに値するものと認める。 
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